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○市立枚方宿鍵屋資料館条例施行規則 

令和２年３月31日 

規則第23号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、市立枚方宿鍵屋資料館条例（平成13年枚方市条例第４号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（入館券の交付） 

第２条 指定管理者（条例第４条第１項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）は、市立枚方宿

鍵屋資料館（以下「資料館」という。）への入館を認めたときは、市立枚方宿鍵屋資料館入館券（様

式第１号）又は市立枚方宿鍵屋資料館年間入館券（様式第２号）を交付するものとする。 

（領収証書） 

第３条 利用料金の領収証書は、前条の入館券の交付をもってこれに代えるものとする。 

（利用料金の減免） 

第４条 条例第７条第７項の規定による減免は、利用料金のうち１回を単位とする利用に係るものに

つき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。 

（１） 市又は教育委員会が実施する歴史学習、教育活動等に伴う入館 全額 

（２） 学校の教科活動、学校行事その他の学校又はこれに準ずる団体の教育、研究等に資する活

動に伴う入館 全額 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が特に認める入館 全額 

２ 条例第７条第７項の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、その旨を指定管理者に

申し出るものとする。 

（入館者の遵守事項） 

第５条 資料館に入館した者（以下「入館者」という。）は、次に掲げる事項を守らなければならな

い。 

（１） 他人に危害を及ぼし、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

（２） 承認を受けずに資料館で印刷物、ポスター等の配付若しくは掲示又は物品の販売その他こ

れに類する行為をしないこと。 

（３） 喫煙しないこと。 

（４） 指定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。 

（５） 指定された場所以外に出入りしないこと。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上必要な指示に従うこと。 

（汚損等の届出） 

第６条 入館者は、資料館の施設、設備又は枚方宿文化財資料を汚損し、又は滅失したときは、直ち

に指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。 

（補則） 

資料９ 



2/3 

第７条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日から施行

する。 

（市立枚方宿鍵屋資料館利用料金に関する規則の廃止） 

２ 市立枚方宿鍵屋資料館利用料金に関する規則（平成13年枚方市規則第41号）は、廃止する。 

（市立枚方宿鍵屋資料館利用料金に関する規則の一部を改正する規則の廃止） 

３ 市立枚方宿鍵屋資料館利用料金に関する規則の一部を改正する規則（令和元年枚方市規則第３

号）は、廃止する。 

（経過措置） 

４ 資料館の使用に関し、この規則の施行の際現に効力を有する教育委員会が定めるところにより行

われた指定管理者による第２条の入館券の交付その他の行為又は指定管理者に対して行われた届

出その他の行為は、この規則の規定により行われた指定管理者による同条の入館券の交付その他の

行為又は指定管理者に対して行われた届出その他の行為とみなす。 

５ この規則の施行の日前に、附則第２項の規定による廃止前の市立枚方宿鍵屋資料館利用料金に関

する規則の規定により行われた減免の決定その他の行為は、この規則の規定により行われた減免の

決定その他の行為とみなす。 
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